
平成２２年６月１日実施の随意契約による売却財産の買受人となるべき者を次のと

おり決定しましたので，国税徴収法第１０９条第４項に準用する同法第１０６条第２項

の規定に基づき公告します。 

  平成２２年６月２日 

京都市長 門川 大作   

１ 売却財産 

  京都市西京区嵐山森ノ前町 

  ５番５２ 

  宅地 

  ４．２７㎡ 

以上登記簿による表示 

２ 買受申込価額 

１６０，０００円 

３ 買受人となるべき者の氏名又は名称 

鈴木 竹司 

４ 買受人となるべき者の決定年月日 

平成２２年６月１日 

５ 売却決定の日時 

平成２２年６月８日午前１１時００分 

６ 売却決定の場所 

京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町５６６番地の１ 井門明治安田生命ビル５階 

京都市行財政局税務部収納対策課 

（行財政局税務部収納対策課） 


